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第１章 はじめに 

１ 計画の目的 

近年、スマートフォンやタブレット端末が個人の生活に急速に深く浸透するなど、ICT が私たちの生活に

欠かせないものとなり、情報のグローバル化の進展、日常生活の利便性の向上など、ICT によって暮らし

の変化が進んでいます。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、テレワークによる在宅勤務

など ICT は働き方についても変化をもたらせています。 

このように急速に進化する ICT を活用し、様々な社会課題の解決や新たな価値の創造につなげるデ

ジタル化の取組が注目されています。国においては、こうした技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り

入れることにより、さまざまな社会課題（地域課題の解決及び快適で活力に満ちた質の高い生活の実

現等）を解決する「Society5.0」の実現に向けた取組が進められています。 

このような状況の中で、本町では、令和 3 年（2021）3 月に策定した「第 6 次朝日町総合計画」

の基本構想の中で掲げる基本施策「情報化及び効率的な行政運営・民間委託の推進」では、町民サ

ービスの向上と行政運営の効率化、行政内部の情報化の一層の推進、マイナンバーカード等の各種媒

体を活用した多様な分野における情報サービスの提供を図るなど、スマート自治体の構築を推進するとし

ています。さらには、これらの情報環境を誰もが安心して利活用することができるよう、人材の育成や情報

セキュリティ対策の徹底に努めるとしています。よって、その基本施策のもと本町におけるデジタル化による

具体的な施策展開の方向性を示すものとして「朝日町デジタル戦略推進計画」を新たに策定します。 

 

図表 Society5.0 で実現する社会 

 
出典：Society5.0 内閣府 
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２ 計画の位置付け 

（１）法令上の位置付け 

本計画は、国・県の情報化戦略との整合性を図るとともに、官民データ活用推進基本法（平成 28

年法律第 103 号）第 9 条 3 項に規定する「市町村官民データ活用推進計画」として位置付けます。 

 

（２）第６次朝日町総合計画との関係 

本計画は、SDGｓなど国の動向も反映した町の最上位計画である「第 6 次朝日町総合計画」の基

本構想に掲げる基本施策を推進するための分野別計画として位置付けます。 

 

図表 SDGｓの 17の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和 4 年度（2022）から令和 8 年度（2026）までの 5 年間とします。 

ただし、社会情勢の変化や国・県の情報化戦略並びに本町の第 6 次朝日町総合計画前期基本計

画の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを実施します。 
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第２章 国・県の施策動向 

１ 国の施策動向  

（１）官民データ活用推進基本計画 

官民データ利活用のための環境を総合的かつ効果的に整備するため「官民データ活用推進基本法」

（平成 28 年法律第 103 号）が施行され、国・都道府県に対しては「官民データ活用推進計画」の

策定を義務付け、市町村に対しては努力義務としています。また、令和 2 年（2020）7 月に改訂され

た「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」では、全ての国民がデジタル

技術とデータ利活用の恩恵を享受するとともに、安全で安心な暮らしや豊かさを実感できるデジタル社会

の実現に向けた、政府全体のデジタル政策が取りまとめられており、「国民が安全で安心して暮らせ、豊

かさを実感できる強靭なデジタル社会の実現」を基本的な考え方として示しています。 

 

図表 デジタル強靭化社会における IT 新戦略の全体像 

出典：世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画【概要版】 デジタル庁 

 

（２）自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画 

  令和 2 年（2020）12 月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が示

され、「デジタル庁設置法」（令和 3 年法律第 36 号）により、デジタル化の司令塔となるデジタル庁が

令和 3 年（2021）9 月に発足するなど、デジタル社会の実現に向けた法令の整備や推進の準備が進
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んでいるところです。また、こうしたデジタル社会の実現のために自治体が重点的に取り組むべき事項を具

体化した「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」（令和 3 年（2021）1 月から

令和 7 年度（2025））においては、「自治体情報システムの標準化・共通化」、「マイナンバーカード

の普及促進」、「行政手続のオンライン化」、「AI・RPA の利用推進」、「テレワークの推進」、「セキュリティ

対策の徹底」を重点取組事項として示しています。 

 

図表 自治体DXの推進について 

出典：自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX)推進計画（概要） 総務省 
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●その他の国の法律・計画 

年度 法律・計画の概要 

平成28年度 
●第 5 期科学技術基本計画 

 我が国が目指すべき未来社会の姿として「Society5.0」が提唱される。 

令和元年度 

●情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（デジタル手続法） 

デジタル技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・

効率化を図るため、行政のデジタル化に関する基本原則及びオンライン化のために

必要な事項等が定められる。 

令和3年度 

●地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 

 地方公共団体情報システムの標準化について、基本方針等及び推進するため

に必要な事項が定められる。 

●デジタル社会の実現に向けた重点計画 

 目指すべきデジタル社会の実現に向けて、政府が迅速かつ重点的に実施すべき

施策を明記し、各府省庁が構造改革や個別の施策に取り組み、それを世界に発

信・提言する際の羅針盤と位置付けられる。 

 

図表 デジタル社会の実現に向けた重点計画の概要 

出典：デジタル社会の実現に向けた重点計画の概要（簡易版） デジタル庁 
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２ 県の施策動向 

（１）みえデジタル戦略推進計画 

ICT やデータを積極的に活用していくことにより、行政運営の効率化や県民の利便性向上、新たな様

相を呈している社会のさまざまな課題を解決していくことを目的として、官民データ活用推進基本法に基

づく「都道府県官民データ活用推進計画」として位置付けられた「みえデジタル戦略推進計画」（令和

2 年度（2020）から令和 5 年度（2023）まで）を策定しています。 

「みえデジタル戦略推進計画」においては、ICT の新しい技術等を活用した「スマート改革」を進めてい

く上での方向性として、「基本方針１ ICT を活用した県庁改革と情報基盤整備」、「基本方針２ 

ICT を活用した県民サービスの向上」、「基本方針３ テクノロジーを活用した社会課題の解決、新たな

価値の創出」の３つの基本方針を掲げています。また、「市町との協働の視点について」も示されており、

市町が「スマート化」を進めるにあたり、県と市町が連携し、オール三重県で取り組むこととしています。 
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第３章 朝日町のデジタル化の現状と課題 

１ これまでの本町の取組 

 本町では、町民への質の高い行政サービスの提供及び町民との情報の共有化、電子自治体の早期

実現に向けて調査・研究を行うことを目的として、平成 16 年 5 月から「朝日町電子自治体推進委員

会」を設置し、各種のデジタル化を推進してきました。また、国による自治体クラウドの推進、社会保障・

税番号制度の施行、県による三重県自治体情報セキュリティクラウドへの接続など国・県の政策及び施

策へも対応してきました（「主なデジタル化取組例」参照）。 

 

●主なデジタル化取組例（平成29年度～令和3年度） 

年度 取組内容 

平成29年度 

●子育てワンストップサービスの運用開始 

●大型テレビによる電子黒板の小・中学校全クラス導入 

●デジタルミュージアム（朝日町歴史博物館）の運用開始 

●避難所（小・中学校の体育館及び特別教室等）への公衆無線 LAN 設置 

●内部情報系システムの一部クラウド化 

●三重県自治体情報セキュリティクラウドへの接続開始 

平成30年度 

●小・中学校学習用端末・教員用指導端末の一部導入 

●朝日 S アラート（防災スマートフォンアプリ）の運用開始 

●ホームページの多言語化対応 

●自治体クラウドの運用開始 

令和2年度 
●小・中学校統合型校務支援システム導入 

●Web 会議システムの導入 

令和3年度 

●小・中学校 1 人 1 台学習用端末の運用開始（GIGA スクール構想） 

●町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険料・上下水道料金のキ

ャッシュレス決済の開始 

●東海道朝日を行く（まち歩き用ナビゲーションシステム）の運用開始 

 

２ 本町の課題 

本町は全国的にまれな人口が増加している町ですが、今後は社会保障費の増大、町民ニーズの多

様化への対応、公共施設の老朽化問題など、様々な行政対応が求められていることから、町の財政は

より一層厳しさを増すことが見込まれます。そのため、厳しい町の財政状況を踏まえた財源の安定的な確

保とともに町民サービスの向上及び効率的かつ効果的な行財政運営が課題となっています。 

こうした状況に対応するためには、さらなるデジタル化によって町民サービス及び業務効率の向上が必
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要です。しかしながら、デジタル化を推進するにあたり、行政手続においてオンライン申請で用いるマイナン

バーカードの普及とともに、オンライン化に資するよう押印廃止を推進しているなかオンライン化された行政

手続が少ないことが課題となっています。そのため、町民にとって ICT を用いたオンライン化された「すぐ使え

る」、「簡単」、「便利」な行政手続の導入を推進する必要があります。 

また、行政事務の多くは紙をベースとしており、職員が手作業で業務システムなどへ入力しています。そ

のため、AI や RPA 等の ICT を用いた事務作業の自動化による業務効率化と正確性の確保が図られ

たスマート自治体への転換、職員のデジタルリテラシーの向上及びセキュリティ対策が必要です。さらには

効率化によって創出された時間をもとに職員がデータの利活用による生産性・創造性の高い業務に注力

するとともに、民間活力と官民データの活用による地域課題の自発的解決の促進が極めて重要と考えら

れます。 

その一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染症の拡大防止策を図る非接触型の整

備とウィズコロナ・アフターコロナを見据えた新たな生活様式への転換などを行政が先導し、推進していくと

ともに、職員の感染に備えた業務継続が求められています。 

今後、創設された「デジタル庁」をもとに、デジタル改革に向けた動きがさらに加速することが予測されま

すので、本町においても、国の動向を見極めながら、「全庁横断的」に「スピード感」を持って取り組む必

要があります。 
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第４章 基本方針 

１ 本計画の基本方針 

「第 6 次朝日町総合計画」の基本構想に掲げる基本施策のもと、国や県の動向を踏まえながら、最

新技術を柔軟に導入し、町民生活の利便性・安全の向上を図るとともにウィズコロナ・アフターコロナを見

据えて、子どもから高齢者まで全ての町民を「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」推進のた

め次に掲げる基本方針に基づき取り組みます。 

 

基本方針１ ICT を活用した町民サービスの向上 

子どもから高齢者まで全ての町民が幅広い分野で ICT の活用により利便性の高いサービスを享受で

きる環境整備を進め、町民にとって「すぐ使える」、「簡単」、「便利」な行政サービス実現による町民サー

ビスの向上を図ります。 

 

基本方針２ ICT を活用した行政運営の効率化 

限られた資源（人員・財源等）の有効活用、行政サービスの向上など効果的かつ効率的な行政運

営が求められていることから、AI や RPA 等の ICT を用いた行政事務の効率化と正確性の確保を両立

させたスマート自治体を推進します。また、効率化によって創出された時間をもとに、職員がデータの利活

用によって、より生産性・創造性の高い業務に注力します。 

 

基本方針３ ICT の活用に向けた安心・安全のための環境整備 

子どもから高齢者まで全ての町民が ICT のサービスを享受できるよう活用支援の取組を行うとともに、

デジタル技術への理解と活用促進を図るため職員のデジタルリテラシーの向上及び町民の大切な個人

情報を守るためセキュリティ対策の徹底を行います。 
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2 基本方針に基づく個別計画の構成 

 

  

•マイナンバーカードの普及・利活用促進

•行政手続のオンライン化

•キュッシュレス決済の利用促進と拡充

•教育のデジタル化の拡充

•朝日Sアラートの拡充

•観光のデジタル化

•デジタルミュージアムの拡充

•オープンデータの利活用促進

•ホームページの利便性向上

•あさひメールマガジンの機能拡充

基本方針1

ICTを活用した

町民サービスの

向上

•自治体情報システムの標準化・共通化

•AI・RPAの利用推進

•テレワークの推進

•ペーパーレス化の推進

•保育現場におけるICT活用

•データの利活用（EBPM）

•働き方改革の推進

•地方税関係手続きのデジタル化

基本方針２

ICTを活用した

行政運営の効

率化

•デジタルデバイド対策の充実

•職員のデジタルリテラシーの向上

•セキュリティ対策の徹底

基本方針３

ICTの活用に

向けた安心・

安全のための

環境整備
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第５章 個別計画 

 本計画を推進していくための個別計画における「施策の概要」、「スケジュール」等を示します。社会情

勢の変化や国・県の情報化戦略等の変化に応じて、必要とされる取組が生じた場合は随時対応してい

きます。 

１ ICT を活用した町民サービスの向上 

（１）マイナンバーカードの普及・利活用促進 

施策の概要 

マイナンバーカードは対面等での本人確認だけでなく、マイナンバーカードに搭

載されている公的個人認証サービスを活用することにより、オンラインでの本人確

認・本人認証を安全かつ確実に行うことができます。 

国が掲げている令和 4 年度末までにほぼ全国民がマイナンバーカードを保有

する目標に沿うよう、マイナンバーカード交付円滑化計画に基づき、「交付時来

庁方式」に加え「申請時来庁方式」にも対応しています。さらには申請時の顔写

真無料撮影サービスや臨時窓口対応など交付体制の充実を図り、普及促進に

向けて取り組んでいます。引き続き広報・啓発活動によるマイナンバーカード普及

に努めます。 

また、マイナンバーカードの利活用を推進していく取組として、住民票・印鑑登

録証明書のコンビニ交付システムを導入しました。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 マイナンバーカードの普及促進・利活用検討 

証明書コンビニ交付サービス導入 

令和5年度 マイナンバーカードの利活用検討 

令和6年度 マイナンバーカードの利活用検討 

令和7年度 マイナンバーカードの利活用検討 

令和8年度 マイナンバーカードの利活用検討 

主な担当課 総務課（各課） 
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（２）行政手続のオンライン化 

施策の概要 

平成 29 年度から子育てワンストップサービスを開始し、子育てに関連する手

続の一部をオンラインにて申請できるようになりました。また、令和 4 年度に戸籍

等証明書の交付申請手続きを役場の窓口に来庁せず、オンライン上で申請が

完結できるスマート申請システムを導入しました。今後、更なる行政手続のオンラ

イン化について検討を行います。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 スマート申請システム導入 

令和5年度 拡充検討 

令和6年度 拡充検討 

令和7年度 拡充検討 

令和8年度 拡充検討 

主な担当課 子育て健康課、町民環境課（各課） 

 

（３）キャッシュレス決済の利用促進と拡充 

施策の概要 

令和 3 年 4 月からスマートフォン決済アプリにて町県民税、固定資産税、軽

自動車税、国民健康保険料、上下水道料金の支払いが可能となりました。さら

に、令和４年度には戸籍等証明書をオンライン上で申請する際の証明手数料

のキャッシュレス決済が可能となりました。今後、多様化した町民ニーズにさらに対

応したキャッシュレス決済の対象となる公金の費目や決済手段の拡充検討を行

います。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 利用促進・拡充検討 

令和5年度 利用促進・拡充検討 

令和6年度 利用促進・拡充検討 

令和7年度 利用促進・拡充検討 

令和8年度 利用促進・拡充検討 

主な担当課 税務課、保険福祉課、上下水道課、町民環境課 
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（４）教育のデジタル化の拡充 

施策の概要 

平成３０年９月から３クラスに１クラス分の児童生徒用学習端末及び教員

用指導端末、Wi-Fi 等を導入し、教育 ICT 環境を整備しました。令和２年４

月から統合型校務支援システムを導入し、業務が軽減・効率化されました。令

和３年４月から１人１台学習用端末の本格運用を開始し、Society5.0 時

代を生きる全ての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学び、協働的な学

びを実現するために教育ＩＣＴ環境の拡充に取り組み、教員・児童生徒・保

護者等への支援の充実を図ります。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 学習用端末持ち帰り開始 

令和5年度 
給食公会計システム導入 

学校保護者間連絡アプリ導入 

令和6年度 小学校学習者用デジタル教科書導入 

令和7年度 中学校学習者用デジタル教科書導入検討 

令和8年度 拡充検討 

主な担当課 教育課 

 

（５）朝日Sアラートの拡充 

施策の概要 

町民への災害情報伝達の強化のため、R4 年度にスマートフォンアプリ「朝日 S

アラート」に気象情報配信を追加しました。今後も新たな情報配信ができるよう

拡充検討を図ります。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 気象情報の配信 

令和5年度 火災情報配信の拡充検討 

令和6年度 拡充検討 

令和7年度 拡充検討 

令和8年度 拡充検討 

主な担当課 防災保全課 
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（６）観光のデジタル化 

施策の概要 

朝日まちなみプランに基づき、令和元年度から東海道沿線等に案内板を順

次設置しており、QR コードにて当町の観光ページを紹介し、スマートフォン等を通

して、来訪者が手軽に町の魅力を検索できる環境を整備しています。令和３年

度には、スマートフォン等で利用できるまち歩き用ナビゲーションシステム「東海道

朝日を行く」が完成し、縄生ルート、小向ルート、柿ルート、JR 朝日駅からの周

遊ルートの計４ルートの運用が始まっています。このシステムは GPS に連動した

自動音声ガイドにより、寺社や史跡を案内できる仕組みであり、今後、ルートの

追加を予定しています。 

引き続き、町内外問わず、来訪者の利便性向上のため、デジタルコンテンツを

活用した観光情報や周遊ルートプラン等の情報発信ができる仕組みの拡充を検

討していきます。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 ナビシステムルート追加 

令和5年度 ナビシステムルート追加 

令和6年度 拡充検討 

令和7年度 拡充検討 

令和8年度 拡充検討 

主な担当課 産業建設課 

 

（７）デジタルミュージアムの拡充 

施策の概要 

平成 29 年 4 月、朝日町歴史博物館ホームページ内に「デジタルミュージア

ム」を開設して以来、随時データを追加してきました。引き続き随時データを追加

し、デジタルミュージアムの拡充を図っていきます。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 データの追加 

令和5年度 データの追加 

令和6年度 データの追加 

令和7年度 データの追加 

令和8年度 データの追加 

主な担当課 文化課 
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（８）オープンデータの利活用促進 

施策の概要 
データに基づいた地域の課題解決や事業の実施に向けて、行政保有情報の

オープンデータ化に取り組みます。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 保有するデータのオープンデータ化 

令和5年度 オープンデータ拡充 

令和6年度 オープンデータ拡充 

令和7年度 オープンデータ拡充 

令和8年度 オープンデータ拡充 

主な担当課 企画情報課（各課） 

 

（９）ホームページの利便性向上 

施策の概要 

子どもから高齢者まで全ての町民、さらには町外の人まで誰もが必要な情報

に容易にアクセスできる、わかりやすいホームページを目指します。 

また、ホームページシステム更新時にセキュリティの確保（SSL 通信等）、ウェ

ブアクセシビリティ JIS X 8341-3：2016 に対応します。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 ホームページシステム更新 

令和5年度 運用 

令和6年度 運用 

令和7年度 運用 

令和8年度 令和 9 年度ホームページ新規システム導入の検討 

主な担当課 広報・町史編さん課 
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（１０）あさひメールマガジンの機能拡充 

施策の概要 

平成 28 年 1 月より防災・気象情報、行方不明者情報を配信するあさひメ

ールマガジンを導入しておりますが、現状のシステムでは画像データの送信が不可

能であり、また携帯電話の 3G 回線の終了とともに提供元のシステムが終了する

予定です。 

画像データ添付等が可能な新たなシステムを導入することにより、配信情報の

カテゴリ数に制限をなくし、今まで提供していたカテゴリ以外の新たな情報を各課

から発信できるようにし、町民に対し事業・イベント等の情報を入手できる手段を

増やすことで、町民サービスの向上を図ります。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 新たなシステムの導入 

令和5年度 利用促進・拡充検討 

令和6年度 利用促進・拡充検討 

令和7年度 利用促進・拡充検討 

令和8年度 利用促進・拡充検討 

主な担当課 保険福祉課（各課） 
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２ ICT を活用した行政運営の効率化 

（１）自治体情報システムの標準化・共通化 

施策の概要 

平成 30 年 4 月から亀山市と自治体クラウドを構築し基幹系システムの共同

化により業務効率化を図りました。今後、令和 7 年度に実施予定の基幹系情

報システムのリプレイスに併せて、基幹系 20 業務については国が推進する標準

準拠システムに移行し、国が準備するガバメントクラウドの利用を開始します。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 現行システム分析調査 

令和5年度 移行準備（移行計画策定） 

令和6年度 移行準備（移行計画策定） 

令和7年度 
標準準拠システムへの移行 

ガバメントクラウド利用開始 

令和8年度 運用 

主な担当課 企画情報課・教育課・子育て健康課・税務課・総務課・町民環境課・保険福

祉課 

 

（２）AI・RPA の利用推進 

施策の概要 

行政事務の効率化を図るため、AI（AI-OCR 等）や RPA 等の ICT を用い

た事務作業の自動化による職員の事務負担の軽減やシステム入力に伴う人為

ミスの抑制など業務効率化を推進します。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 調査・検討 

令和5年度 調査・検討 

令和6年度 AI・RPA 等の導入 

令和7年度 他業務への拡充検討 

令和8年度 他業務への拡充検討 

主な担当課 企画情報課（各課） 

 

 

 

 

 



 

18 

 

（３）テレワークの推進 

施策の概要 

新型コロナウイルス感染症等や大規模災害など危機事案に対応できるように

非常時でも安定した行政サービスが維持できる体制を構築するとともに、在宅に

よる業務を実施できる柔軟な働き方の実現を図るため、テレワークの導入につい

て検討します。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 導入検討 

令和5年度 導入検討 

令和6年度 導入検討 

令和7年度 導入検討 

令和8年度 
令和 9 年度内部情報系システムリプレイス時の導入可否を決

定 

主な担当課 企画情報課（各課） 

 

（４）ペーパーレス化の推進 

施策の概要 

町内部の報告や保管する紙文書をデジタル化し効率的に業務を行うため、

内部事務における電子決済、文書管理システム、タブレット端末等の導入により

業務のデジタル化・ペーパーレス化に努めます。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 導入検討 

令和5年度 導入検討 

令和6年度 導入検討 

令和7年度 導入検討 

令和8年度 
令和 9 年度内部情報系システムリプレイス時の導入可否を決

定 

主な担当課 企画情報課（各課） 
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（５）保育現場における ICT活用 

施策の概要 

 園内の「手書き文化」の改善、重複業務の改善など園内業務の計画や記録

を共有化し業務の効率化を図ります。 

 また、登園状況や園内からの情報発信など保護者の利便性向上と職員の業

務軽減を図ります。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 
現在の業務内容の棚卸、システムやセキュリティに関する調査

研究 

令和5年度 業務仕様の決定 

令和6年度 事業開始 

令和7年度 運用 

令和8年度 運用 

主な担当課 あさひ園 

 

（６）データの利活用（EBPM） 

施策の概要 

効果的な施策の展開や業務の効率化を図るため、庁内のデータの共同利用

や国・県のデータやツールの活用を推進し、合理的根拠に基づく施策立案や行

政事務の効率化・高度化を図ります。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 保有するデータの整理・収集 

令和5年度 保有するデータの整理・収集 

令和6年度 データの活用 

令和7年度 データの活用・見直し 

令和8年度 データの活用・見直し 

主な担当課 企画情報課（各課） 
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（７）働き方改革の推進 

施策の概要 

これまでの働き方の価値観に捉われず、オンライン会議やテレワーク、チャットツ

ールの積極的な活用により、職員自身がテクノロジーを体感し、自分らしい働き

方を実践・推奨します。 

また、勤怠管理システムの導入により、適切な勤怠管理、働き方の見える化

を図ります。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 オンライン会議等の促進・勤怠管理システムの導入 

令和5年度 オンライン会議等の促進・拡充検討 

令和6年度 オンライン会議等の促進・拡充検討 

令和7年度 オンライン会議等の促進・拡充検討 

令和8年度 
オンライン会議等の促進・令和 9 年度内部情報系システムリプ

レイス時のシステム導入可否を決定 

主な担当課 企画情報課・総務課 

 

（８）地方税関係手続きのデジタル化 

施策の概要 

eLTAX を通じた電子申告・申請の対象手続及び電子納付の対象税目・納

付手段の拡大や軽 OSS 及び軽 JNKS の導入により、申請手続き等のサービス

向上を図ります。 

さらに紙媒体で行っている通知等のデジタル化を検討し、行政事務の効率

化・高度化を図ります。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 軽 OSS 及び軽 JNKS 導入 

令和5年度 地方税統一 QR コード導入、eLTAX 電子納付の対象税目

拡大、特別徴収税額通知オンライン化 

令和6年度 相続税法第 58 条通知オンライン化、町と登記所間における

地方税法に基づく通知のオンライン化 

令和7年度 デジタル化の拡充・システム導入等の検討 

令和8年度 デジタル化の拡充・システム導入等の検討 

主な担当課 税務課 
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３ ICT の活用に向けた安心・安全のための環境整備 

（１）デジタルデバイド対策の充実 

施策の概要 

行政手続きのオンライン化、キャッシュレス決済などデジタル化を推進するにあ

たり、デジタル機器に不慣れな町民等が、必要な知識・技術を習得できるよう、

利用格差の是正について検討を進め、「誰一人取り残されない、人に優しいデジ

タル化」の実現に向けた環境作りに努めます。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 スマートフォン講座実施（国・県事業の活用） 

令和5年度 スマートフォン講座実施（国・県事業の活用） 

令和6年度 スマートフォン講座実施（国・県事業の活用） 

令和7年度 スマートフォン講座実施（国・県事業の活用） 

令和8年度 スマートフォン講座実施（国・県事業の活用） 

主な担当課 企画情報課 

 

（２）職員のデジタルリテラシーの向上 

施策の概要 

デジタル化の進展に合わせ、職員の職階・役割ごとに必要な知識習得に向け

た研修や、各課の電子自治体推進委員等を中心とした最新技術の情報共有

を通じて、職員のスキルの底上げを図ります。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 職員研修への参加（情報処理研修、グループウェア研修） 

令和5年度 職員研修への参加（情報処理研修） 

令和6年度 職員研修への参加（情報処理研修） 

令和7年度 職員研修への参加（情報処理研修） 

令和8年度 職員研修への参加（情報処理研修） 

主な担当課 企画情報課・総務課 
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（３）セキュリティ対策の徹底 

施策の概要 

平成 17 年 1 月に情報セキュリティ基本方針を策定後、各種セキュリティポリ

シーの策定及び見直しを行い、情報セキュリティ対策に取り組んできました。ま

た、平成 28 年度に自治体情報システム強靭化として、システム等のセキュリティ

対策（二要素認証等）の強化を図りました。今後、随時、セキュリティポリシー

の見直し及び機器リプレイスを行うとともに定期的な情報セキュリティ研修を実施

し職員一人ひとりの情報セキュリティの意識向上に努めます。 

さらに、災害時、情報インシデント発生時などに、ICT を利用した業務を継続

できるよう ICT 業務継続計画を策定します。 

スケジュール 

年度 取組内容 

令和4年度 ICT 業務継続計画策定検討（情報収集） 

令和5年度 ICT 業務継続計画策定 

令和6年度 実施訓練、随時見直し 

令和7年度 実施訓練、随時見直し 

令和8年度 実施訓練、随時見直し 

主な担当課 企画情報課 
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第６章 推進体制 

１ 庁内における推進体制 

（１）推進体制 

朝日町の「デジタル戦略」の推進体制については、各課から推選された「朝日町電子自治体推進委

員」を構成員とする「朝日町電子自治体推進委員会」が中心となり、「全庁横断的」に情報共有を図る

とともに各種のデジタル化に取り組んできました。今後も朝日町電子自治体推進委員は、情報システム

主管課の企画情報課と連携を図り、本町のデジタル化に向けた取組をさらに推進します。また、その役

割を果たすためには、朝日町電子自治体推進委員のデジタル技術への一層の理解が必要であることか

ら、研修等を通じてデジタルリテラシー向上を図ります。 

 

（２）推進手法 

基本方針に基づき、前述の推進体制により個別計画の事業を推進します。また、個別計画について

は、社会情勢の変化や国・県の情報化戦略等の変化に応じて、必要とされる取組が生じた場合は随時

対応するとともに、できることからスタート（スモールスタート）していきます。 

 

2 国・県の支援等の活用 

国や県の情報化戦略の施策について情報を収集するとともに、関係機関が開催する研修等へ積極

的に参加します。 

また、補助金等の財政支援を最大限活用するほか、総務省の「地域情報化アドバイザー派遣制度」

の活用等を検討します。 
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資料編 用語集 

 

【あ行】 

ICT（アイシーティー） 

Information and Communication Technology（インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テク

ノロジー）の略で、情報通信技術のこと。通信技術（IT）を活用して人と人のコミュニケーションを図る

ための技術のこと。 

 

RPA（アールピーエー） 

Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）の略称で、人間がコンピュー

ターなど操作して行う作業（主に定型作業）を代行・自動化する「ソフトウェアロボット」のこと。 

 

EBPM（イービーピーエム） 

Evidence-Based Policy Making（エビデンス-ベースト・ポリシー・メイキング）の略称で、統計や業

務データなどの客観的な証拠に基づく政策立案のこと。 

 

インシデント 

英語で「事件」や「出来事」などを指す言葉で、重大自体に発展し得る事件や出来事という意味のこと。

「情報インシデント」としてコンピューターやネットワークに関して言われる時も、組織のセキュリティに重大な

事態をもたらし得る事例や出来事という意味です。こうしたインシデントが発生すると、事業の運営に悪影

響を及ぼしたり、実際に被害発生などが考えられることから、発生させないよう事前対策をしっかり行うこと

が大切です。 

 

ウェブアクセシビリティ 

ホームページを利用している全ての人が、心身の条件や利用する環境に関係なく、ホームページで提供さ

れている情報や機能に支障なくアクセスし、利用できること。 

 

AI（エーアイ） 

Artificial Intelligence（アーティフィシャル・インテリジェンス：人工知能）の略称で、学習・推論・判

断といった人間の知能の機能を備えたコンピュータシステムのこと。 

 

SDGs（エスディージーズ） 

Sustainable Development Goals（サスティナブル・デベロップメント・ゴールズ：持続可能な開発目

標）の略称。2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に

記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標で、実現するための 17 のゴールと 169 のターゲット
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から構成され、地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓うもののこと。 

 

オープンデータ 

「機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ」であり、人手を多

くかけずにデータの二次利用を可能とするもの。例えば、人口統計や公共施設の場所などをはじめとした

様々な公共のデータをユーザー（町民、企業など）に有効活用していただき、社会経済全体の発展に

役立てることなど。 

 

【か行】 

ガバメントクラウド 

国の情報システムにて、共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービス（Iaas、Paas、SaaS）

を利用できる環境のこと。また、クラウドサービスの利点を最大限に活用することで、迅速、柔軟、かつセキ

ュア（安全）でコスト効率の高いシステムを構築可能とし、利便性の高いサービスをいち早く提供し改善

していくことを目指しています。 

 

GIGA スクール構想（ギガスクール構想） 

Global and Innovation Gateway for All（グローバル・アンド・イノベーション・ゲートウェイ・フォー・オ

ール）の略称で、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、子どもたち一人一人に公正に個別最適

化され、創造性を育む教育ＩＣＴ環境の実現を目指す構想。 

 

基幹系情報システム 

住民情報・税務・国保・年金・福祉など、住民サービスに直結する情報システムのこと。 

 

軽OSS（軽オーエスエス） 

軽自動車保有関係手続の One Stop Service（軽自動車保有関係手続のワンストップサービス）の

略称で、紙によって行われている軽自動車を保有するための各種手続き（検査申請や地方税申告等）

を、インターネット上で一括して行えるようにするサービスのこと。 

 

軽 JNKS（軽ジェンクス） 

軽 Jidoshazei Nofu Kakunin System（軽自動車税納付確認システム）の略称で、軽自動車検

査協会が、車両ごとの軽自動車税納付状況をオンラインで確認できるシステムのこと。 

 

【さ行】 

自治体クラウド 

地方公共団体が情報システムを庁舎内で保有・管理することに代えて、外部のデータセンターで保有・

管理し、通信回線を経由して利用できるようにする取組。複数の地方公共団体の情報システムの集約

と共同利用を進めることにより、経費の削減及び住民サービスの向上等を図るもの。 
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自治体情報セキュリティクラウド 

都道府県と市区町村が Web サーバー等を集約し、監視及びログ（データ通信など履歴や情報の記録）

分析・解析をはじめ高度なセキュリティ対策を実施するもの。 

 

スマート自治体 

AI（人工知能）などを活用し、自治体の事務処理を自動化したり業務を標準化したりして、行政サー

ビスなどを効率的に提供する自治体のこと。 

 

Society5.0（ソサエティー5.0） 

狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会

（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基本計画において我が国が目指

すべき未来社会の姿として提唱。Society 5.0 で実現する社会は、IoT（Internet of Things（イン

ターネット・オブ・シングス：モノのインターネット））で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共

有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服。また、人工知能（AI）

により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢

化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服。社会の変革（イノベーション）を通じて、これまで

の閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で

活躍できる社会を目指すこと。 

 

【た行】 

DX（ディーエックス） 

Digital Transformation（デジタル・トランスフォーメーション）の略称で、ICT の浸透が人々の生活を

あらゆる面でより良い方向に変化させること。 

 

デジタルデバイド 

インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差のこと。 

 

デジタルリテラシー 

インターネットを中心にデジタル情報や通信について、さらにそれらを活用するパソコンやスマートフォンなど

の機器やアプリについて知識を持ち、利用する能力のこと。 

 

統合型校務支援システム 

教務系（成績処理、出欠管理、時数管理等）、保健系（健康診断票、保健室来室管理等）、学

籍系（指導要録等）、学校事務系など統合した機能を有しているシステムのこと。 
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【な行】 

内部系情報システム 

人事給与・財務会計・文書管理など、役所内部の事務処理を行う情報システムのこと。 

 

【ま行】 

マイナンバーカード 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、住民が申請

した場合に発行されるプラスチック製の IC カードで、通称「マイナンバーカード」のこと。市区町村が、住民

のうち希望者に当面の間無料で交付。身分証明書をはじめ、個人番号を証明するための書類としての

利用が可能です。 

 

 


